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議 事 

１ 市長挨拶 

２ 休日の中学校部活動の地域展開等に向けた取組について 

３ 歴史博物館の今後の運営について 

 

  



 

 

開会 

  

事務局 それでは皆さんこんにちは。 

定刻になりましたので、只今から「令和７年度第１回亀

山市総合教育会議」を開催させていただきます。 

本日の会議に先立ちましてお願いを申し上げます。本日

の会議は、亀山市総合教育会議要綱第６条の規定によりま

して、公開会議とさせていただいておりますので、予めご

了承いただきたいと存じます。 

 

 

 

１．市長挨拶 

  

事務局 それでは、事項書に沿って進行させていただきます。 

まず、本会議の開催に当たり、市長より皆様方にご挨拶

を申し上げます。 

 

市長 おはようございます。大変暑い日が続いておりますが、

本日は、教育長をはじめ、教育委員の皆様におかれまして

は、ご多用の中、本年度の第１回目となります総合教育会

議にご出席いただき誠に有難うございます。また、平素か

ら本市の教育行政の推進に、大所高所からご尽力をいただ

いておりますことを心から感謝を申し上げます。 

さて、現在、本市の最上位計画であります、令和８年度

よりスタートする総合計画の策定作業を進めているところ

でございますが、その検討に当たりましては、将来を担う

子どもたちの意見を計画に反映するため、教育委員会や各

学校のご協力の下、アンケート調査を行い、意見の把握に

努めさせていただいたところでございます。 

このアンケート調査でありますが、本市の住みやすいと

ころとして、自然の豊かさに加えて、人の優しさを挙げら

れておりまして、地域の方々に、登下校時など様々な場面

で子どもたちを見守っていただいていることが、子どもた

ちにも届いているものであると推察できるところでありま

す。こうした本市の特徴を計画に反映していくことが大事

だと感じております。 

さて、本日のこの総合教育会議におきましては、教育委

員会より会議招集の求めがございました「休日の中学校部

活動の地域展開等に向けた取組について」と、「歴史博物館

について」の２項目につきまして、協議をいたしたく開催

させていただいております。 

特に中学校部活動につきましては、本市においても緩や

かではございますが、少子化が進行する中におきまして、



 

 

子どもたちの活動や活躍の場をいかに充実させていくかと

いった視点で、皆さんとの有意義な意見交換を行ってまい

りたいと考えておりますので、対等な関係の下、更なる連

携を図りつつ、市の教育行政の充実につなげていきたいと

考えておりますので、何卒よろしくお願いを申し上げまし

て、簡単ではございますが、開会に当たってのご挨拶とさ

せていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

04：38 

 

 

２．休日の中学校部活動の地域展開等に向けた取組について 

  

事務局 ありがとうございました。 

本会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１条の４第４項の規定に基づきまして、亀山市教育委員会

から市長に対し会議招集の求めもございましたことから、

開催したものでございます。 

また、本会議の協議内容につきましては、事項書にござ

います通り、亀山市教育委員会より、会議開催の求めがご

ざいました「休日の中学校部活動の地域展開等に向けた取

組について」、並びに、「歴史博物館の今後の運営につい

て」の２件でございまして、いずれも地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１条の４第１項第１号の規定によ

る事項の協議でございます。 

 

続きましてお手元に配付をさせていただきました資料の

確認をお願いいたします。04 

  

（資料の確認） 

 

 それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

 事項書２の「休日の中学校部活動の地域展開等に向けた

取組について」のご協議をお願いしたいと存じます。 

 本議題は亀山市教育委員会より協議のご依頼があったも

のでございますので、まずは教育委員会側から趣旨をご説

明いただきたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

07：54 

教育長 現在の方向性ですが、国のスポーツ庁や文化庁により

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行

会議」というものが開催されておりまして、その中間まと

めが令和６年１２月に公表されており、もうご存じだと思

いますけれども、令和８年度から１３年度までを改革の実



 

 

行期間として位置付けて、全国的には令和１３年度までに

原則すべての学校活動において、地域展開の実現を目指す

というふうに示されております。 

本市におきましても、令和５年度より設置しております

亀山市部活動の在り方検討委員会というのがございまし

て、そこでも協議を重ねたところでございます。 

加えて、中学校部活動の部分は教育委員会で検討ができ

るわけですけれども、その後の地域での子どもたちをどう

育んでいくかということにつきましては、市のスポーツ担

当部局等の調整等もあり、庁内でも、横断的な会議等を開

いていただいているところでございます。 

ただ、この国や県の、それから近隣市町の部活動の地域

展開についての動向が非常に加速しているという状況の中

で、保護者や子どもたちからは、どんなスケジュールなん

だろうかとか、いつ頃になるのかというような声も聞かれ

ます。 

資料では保護者への通知文もお示ししておりますが、土

日の部活動をやめると言っても、その後をどうするかとい

うところで、まさに教育委員会と市当局が一致団結して検

討していくことによって、子どもたちや保護者に、いつか

ら、土日についての扱いをどうするかという情報が共有で

きるという状況になります。 

今回、この会議の開催をお願いいたしましたので、この

中で、今後のスケジュールの共有についても話し合いたい

ですし、地域展開の取り組みは教育委員会だけでなく、市

とワンセットになっておりますので、外部に発信していく

ためにも、この会議で忌憚のないご意見を、いただきなが

ら、今後の検討材料にしたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

10：40 

教育委員会事務局 

学校教育課長 

（資料に沿って説明） 

・資料１ 総合教育会議資料 休日の学校部活動の地域展

開等に向けて 

・別紙１ 休日の学校部活動が地域クラブ活動へ 

・別紙２ 休日の部活動に関するアンケート 

 

13：32 

事務局 ありがとうございました。 

只今、教育委員会より休日の中学校の部活動の地域展開

等に向けた取組について説明がございましたが、このこと

に関しまして、教育委員各位より、ご意見、取り組みに対

する御所見がございましたらご発言をいただきたいと考え



 

 

ておりますので、よろしくお願いいたします。1 

3：59 

教育委員  私は元教員という立場をベースにお話をさせていただき

たいと思います。 

ニュースや新聞、最近ではネット上でも頻繁に出ていま

すけれども、全国的に教員のなり手不足ということで、学

校現場が非常に大きな試練の時を迎えています。学校訪問

で学校を回らせていただきますけれども、多様な個性の子

どもはもちろん、多様な家庭環境で育つ子どももおり、そ

れから、以前にも増して多様な考え方をお持ちの保護者も

おみえで、特に中学校での保護者対応というのは、苦慮す

る事案もますます増加しているところです。 

中には非常に過敏な保護者もいれば、一方で学校教育に

対して挑戦的で恫喝してくるような態度で迫ってくる保護

者もいらっしゃいます。こういった方が本当に今増えてい

るというのを実感します。 

学習指導以外に、保護者対応に多くの時間が割かれた上

に、昭和２３年以降、これまでの７８年間、教育活動の一

環としてクラブ活動は、中学教員が土日を返上して取り組

んできており、教員のなり手不足の大きな原因のひとつが

土日のクラブ活動であると言っても間違いではないと思い

ます。 

最近の若い方たちはワークライフバランスを非常に大切

にされます。それはとてもいいことなんですけれども、プ

ライベートを大切にする多くの若者が教員を選択しない大

きな理由のひとつが、休日の部活動にあると言ってこれ間

違いないというふうに、今日、元教員の立場として感じて

います。 

教員採用試験が毎年行われていますが、定員割れの県が

出てきています。三重県でも年々受験者数が最低という傾

向が出ています。 

私たちは子どものよりよい成長を願っているわけですけ

れども、この部活動の地域展開が遅れれば遅れるほど、教

員のなり手が減るというふうに思っています。 

子どもの知・徳・体がバランスよく育成されるには、優

秀な人材に来ていただく他にはないわけで、優秀な方が先

生になってくれることが一番重要です。 

この地域展開が進まないとすると、例え三重県で採用に

なり、亀山市に採用になったとしても、本市には長くとど

まらず、（部活動の地域展開が）進んでいる他市を希望され

るという教員は絶対増えると思います。 

休日の地域展開が、できるだけ早く実現できて、しかも

その地域展開が安定している、そういった流れができます

ように、どうぞ市長のお力をお借りしまして、進めていた



 

 

だけないかと思います。 

市の総合計画について、市長のお話にもありましたけれ

ども、私も審議会の委員をさせていただいていますので、

一文を加えていただけるようお話をしたいと思いますが、

是非、「休日の部活動の地域展開を推進します」というよう

な文言でさせていただけないかなということで、私として

は願っています。 

幸いにも本市には基盤となる、或いは関係するであろう

と思われる団体、スポーツ少年団、総合型スポーツクラ

ブ、それから亀山市芸術文化協会、亀山市吹奏楽団など、

活動をしっかりされておられる団体がたくさんありますの

で、是非とも亀山市の文化・スポーツの行政機関にそれぞ

れの団体の橋渡しとなっていただけるようにお願いをした

いと思います。 

スポーツ推進計画には、それについて「検討するし、部

活動の在り方や連携について検討する必要があります。」と

いうことで書かれているわけです。是非とも推進していた

だける方向になって欲しいのと、それから、文化芸術推進

計画にも、アウトリーチなどいろいろ学校について、記述

もあるんですけれども、さらに一層、部活動の地域展開に

ついての記述をしていただきますように、是非ともお願い

したいと思います。 

 

それから、本日、欠席された委員から、意見をまとめた

ものが届いておりますので、代読させていただきたいと思

います。 

 

（以下、読み上げ） 

休日部活動の地域展開について、令和４年に文部科学省

で取りまとめられたガイドラインに沿って亀山市の中学校

部活動から地域クラブ活動に移行していくことになります

が、現時点で進展が遅れているのではないかと考えます。 

少子化問題や働き方改革などの問題も絡み合い、今後ど

のように進めていくことが子どもたちにとって最善かを考

えていただきたいと思います。 

地域展開が実現すれば、子どもたちの出会いの場や専門

的な指導の中、技術の取得や向上も見込まれます。 

しかしながら以前のアンケート調査の結果では、現在部

活動に参加している生徒は運動部、文化部合わせて８５％

を超えているのに対し、地域クラブ活動に展開された場

合、小学生中学生どちらも、約６０％が参加しないと答え

ています。 

この結果は、地域クラブ活動がどのようなものなのかを

保護者や子どもがイメージできていないのでは思います。 



 

 

このまま少子化がさらに進むと、３校でのクラブ活動が

不可能になる競技種目が増えることも懸念され、少しでも

早く進めていくべきです。 

私は仕事柄、個人のお客様との接触が多く、昨年、部活

動について質問されたことがあります。当時は私も知識が

なかったこともあり、親御さんの話を聞くにとどまりまし

たら、イメージが全くできないので、困惑している様子も

ありました。 

第３次亀山市スポーツ推進計画では、スポーツ指導者の

育成と活用に関する取り組みが述べられていました。その

中にも、地域への部活動の移行を見据えた連携強化や、指

導者人材バンクへの登録促進・活用を図るとあります。 

いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市では次年度

秋に向けた動きがある中で、亀山市も、今からしっかり準

備していくことが重要ではないでしょうか。 

競技種目によっては指導者の確保も厳しいと思われます

が、何よりも子どもたちのため、しっかりと指導者の確保

に向けて市長部局もともに協力していただきたいと考えま

す。 

地域展開された後の話になりますが、アンケートの結果

通りクラブ活動に参加しない子どもがこんなにたくさんい

ては、休日を過ごす子どもたちの生活が気がかりになりま

す。子どもや親御さんにスケジュール感も含め、もっと具

体的でわかりやすく、魅力ある情報発信ができるよう、市

長部局も一緒に行動していっていただく時ではないかと考

えます。 

どうかご理解とご協力をいただけますようお願いしま

す。 

 

以上でございます。 

 

事務局 ありがとうございます。それでは続きまして、お願いい

たします。 

 

教育委員 市長には日頃、教育行政について格段のご配慮をいただ

いておりますが、今、各委員からのお話もあり、現状や課

題というのは大半言い尽くされていると思います。 

初めて知りましたが、昭和２３年からこういう活動が取

り組まれ、学校教育の一環として生まれてきた部活動とい

うのは、限界を迎えてきているということで、大きな課題

でありますけども、少子化、あるいは学校の先生方の働き

方改革とかですね、こういったことで限界を迎えてきてお

ります。 

熊本市では部活動を継続していくということを方針とし



 

 

て示していますが、熊本市では今年の教員の採用の応募が

定員割れをしました。このことがその原因のすべてではな

いし、熊本市は企業活動が非常に活発なところですから、

そういったこともあり定員割れしたんだろうと思います

が、いずれにしても部活動を学校の中でこなしていくとい

うことについては、限界がきておるんじゃないかなと思っ

ております。ただ先ほど他の委員のお話もございました

が、７８年も続いてるこの部活というのはですね非常に意

義があって、大変重要なことだろうと思います。 

私事になりますが、私は週に３、４回テニスに行ってお

ります。私ども高齢者にとっては、こういう活動というの

が重要で、居場所づくりにもなり、私にとっては生きがい

づくりにもなっております。 

ましてや、多感な中学生にとっては、こういったスポー

ツなり文化を通じて、自分の居場所を作っていくというこ

とが非常に大事なことだろうと。 

今の部活のガイドラインでは、土日のうち、いずれか１

日ということになっています。１日だけではありますが、

平日の部活に加えて、土日のそういう地域活動というもの

は非常に意義のある大事なことだと思っています。 

この会議に先立って、市のスポーツ推進計画が令和４年

から令和８年にかけての計画として策定されています。現

在、総合計画が策定中ということですが、もう既に、スポ

ーツ推進計画の中にも、こういう地域展開に努めるという

ことになっていまして、もう既に機は熟してきておると思

っておりまして、これをどういう形で進めるかということ

が重要です。 

私が現役の時によく言いましたが、５Ｗ１Ｈをどうする

んだと。いつ、どこで誰がどのように進めていくかという

ことが非常に大事だと思うんですが、まずはやっぱりいつ

からやるのかと、資料の中にも説明ありましたように、近

隣の市も、令和８年度、９年度を目途に進めてきている。

亀山市についても、亀山市だけそうじゃないというような

こともできないし、やっぱり進めていかなきゃいけない。 

そういう意味では、いつからスタートするということを

最重要に考えてやっていくべきだろうと思います。 

様々な課題が浮かび上がってきておりますが、そういう

課題というのは、走りながら考えていかないと仕方がな

い。いつやるということを保護者、児童生徒に周知して、

取り組んでいく必要があるのではないかと思います。 

是非、よろしくお願いしたいと思います。 

23：59 

事務局 ありがとうございます。それでは続きまして、お願いい

たします。 



 

 

 

教育委員 私は保護者の立場として、意見を述べさせていただきま

す。 

よく職場で菰野町の保護者に会いまして、菰野町は、

「何年から部活がなくなるんだ」ということを明言してい

て、いち保護者としては、しっかりと子どもの部活動のこ

とを保護者も子どもたちも分かっているということに驚き

ました。 

それで菰野町のホームページを見てみましたら、たくさ

んのアンケートで二十数ページもありまして、こんなに載

せていいのかというぐらい、休日の部活動をこうして欲し

いとか、問題点も既にありました。一番私が注目したの

は、「先生ではないから指導員に自分のことを相談しにく

い」と、そういうことも載っていました。学校の部活動の

いいところは、自分のプライベートなことも先生に言える

し、そこで育まれることがたくさんあるんだということが

分かりました。 

県のホームページを今朝見てきたんですけど、部活動に

関して、令和５年、６年、７年で実施予定のところもあり

ましたが、そこに亀山市がありませんでした。保護者とし

ては、学校からの案内もありましたが、実際どこまで学校

がしてくれるのかなとか、休日の部活動は、自分で考えて

いかなきゃいけないのかな、ということも聞いたりしまし

た。 

それで、私事になりますが、１５年ぐらい前にアメリカ

に少しの間にいまして、そこでは、教師の方の尊敬がすご

くあったんですね。牧師さんの次に先生というのは絶対的

で逆らうこともなく、先生の尊厳がすごくて、亀山にいた

ころと先生の雰囲気が違いましたし、その点は見習うべき

だなというか、そういう風になってるんだなというふうな

感想を持ちました。 

亀山に戻ってきまして、自分の子どもが、土日も部活動

に参加したことで成長もしましたし、それ以外に先生はい

つ休んでるんだろうっていう疑問もありました。 

子どもが何人かいるんですけど、地域のクラブに入って

るときもありまして、そこへは他所の小・中学生、高校生

もいたりして、いろんなコミュニケーションが取れて、横

のつながりもでき、子どもにとってもプラスになるんだな

と感じました。 

休日に部活動がなくなるというか、先生を切り離して活

動していくというのも、すぐ教育委員会が投げ出すのでは

なく、教育委員会が受け皿を作って、形を作り上げていく

といったことが私は望ましいと思っています。 

29：22 



 

 

事務局 ありがとうございます。それでは最後に、教育長、よろ

しくお願いいたします。 

 

教育長 教育委員の方々に発言いただいたことと被るところもあ

りますけれども、地域展開への準備というのは結構時間が

かかることだと思います。 

ですので、今、まず子どもたちに、保護者も含めて、土

日の部活動を学校では行わないということを発信しないこ

とには、その準備もできません。 

今の小学６年生には、この秋に各中学校の入学説明会や

中学校での暮らし方などについての説明会が行われます。

できればその時、または、その年度内に、今の６年生が中

学校に入学するまでに、つまりクラブ活動のことを考える

までに、自分が中学３年生になったときの秋のことを想定

できるよう、できるだけ早い段階で、教育委員会としては

土日の部活動は学校では行いませんというような話をする

必要があります。 

クラブ活動の意義とか、教師と生徒の関係とか、そうい

う価値は私自身も十分理解しておりますが、地域展開に向

けたスケジュールを、保護者や子どもたちとできるだけ早

く共有をしたいと考えております。 

そのあとのクラブをどうするか、例えばその資料にもあ

りましたように、津市は、拠点型の部活動ということであ

り、大都市では全てを地域へ移行するだとかありますが、

そういった手法については、これから検討していけばいい

ことであり、まずは今の小学６年生に発信していく内容に

ついて、市長に検討をお願いしたいと思っております。 

20 

事務局  ありがとうございました。 

只今、休日の学校部活動の地域展開等に関しまして、教

育長並びに教育委員よりご発言をいただきました。これを

受けまして、市長からご意見をいただきたいと思います。 

 

市長 今それぞれの立場、ご経験、あるいは中学校活動を取り

巻く様々な課題と、この方向についてのご発言をいただ

き、ありがとうございました。 

歴史的に教育と結びついてきた、例えばスポーツ文化活

動、この環境整備が、若干、日本は遅れてきたというのは

指摘がなされてきているところであります。一方で、私自

身も経験してきましたが、中学・高校を含む多感な時期

を、私はバレーボールでしたが、部活動を通じて、培って

きたものというのは、目に見えないもの含め、スポーツの

競技だけではなく、さっきお話あった様々な要素が、成長

の糧になってきたのも間違いないことかなと実感させてい



 

 

ただきました。 

一方で、教育委員からも意見がありましたが、教師のな

り手不足についても、モンスターペアレントという言葉が

出てから随分時間が経過していますが、さらに状況は極め

て厳しい状況が加速をしている、そんな世の中になってき

ています。 

また、教師に対する尊厳とか、こういうものも含めて、

亀山市のみならず、本当に教育のあり方とか、社会のあり

方とか、親子の関係についても、大事なテーマだと改めて

感じさせていただきました。 

その上で、この中学校部活動の地域展開については、国

におけるこの改革は、そういう背景もある中での方向を示

されていますが、この地域展開によって、学校現場あるい

は生徒の活動環境が変化をしていくものであります。 

活動機会、活動成果発表の場である大会等の縮小によっ

て、教師の働き方改革でその負荷を軽減していくのであろ

うかと思いますが、その一方で、子どもたちがスポーツ・

文化芸術活動を通じて成長する機会が失われないように取

り組むことが極めて重要だと、しっかりと感じているとこ

ろです。 

その中で、この生徒、保護者、教職員にとって納得でき

る地域展開の仕組みを丁寧かつ、十分に検討整理をした上

で、取り組みを進めていくことが大切であるということ

と、まだ現時点において、保護者も含めてイメージができ

ないといった課題も見られる中で、ここは教育委員会と市

の連携の強化を図り、この問題に対して早期に方向づけを

していくということが大事であろうと思います。 

そのためにも、モデル事業の実施等により、地域展開に

向けた検証等を行うことで、早期の実施に向けて取り組み

の深化を図ることが大事だと考えているところです。教育

委員会と市がしっかり連携の中で進めていければと思って

いますが、市としても、今年の３月にスポーツ関係団体に

対して、中学生の受け入れの可否とか、受け入れにあたっ

ての課題等のアンケート調査も実施をいたしました。 

一部の種目では受け入れ可能との意向を確認しておりま

すが、一方で、課題の解決が必要であることや、受け入れ

が難しいとの意向を示している団体もございます。 

地域展開にあたっての受け入れ環境の在り方について

は、文化関連団体も含めて、いくつかの団体には頑張って

いいただいておりますが、担当部局も含めて、さらに検討

を進めていきたいと考えているところでございます。 

極めて歴史的に大きな転換点を迎えているという認識の

もとに、教育と結びついて発展をしてきた部活動が地域に

移行していくことによって、本市の子どもたちが様々な面



 

 

で成長していく、そのいい環境が市として提供できるよう

に、しっかり勉強させていただく中で、教育委員会におか

れましても、いろいろ課題あろうかと思いますし、その解

決に向けました取り組みを進めていただきますようお願い

をし、早期での実施に向けて深化を進めていきたいと考え

ておりますので、どうぞよろしくします。 

35：55 

事務局 只今の市長の発言を受けまして、教育委員会からご意見

等がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。

36：37 

教育委員 市長さんからですね、先ほど非常に前向きなお話をいた

だいて、安心させてもらいました。 

先ほど、私がテニスをしていると話しました。 

西野公園で、私がテニスをしていると、土日には、亀山

中学校の生徒さんも来てテニスをしているなど、まさに老

若男女、いろんな方が同じところでテニスをしています。

これは、部活動を超えて、地域づくりやまちづくりにもつ

ながるのではないかなと感じています。 

部活動の地域展開をいつやるかというのは非常に難しい

ことであり、どのように進めるとか、誰が受け入れると

か、課題はたくさんありますが、テニスをしていると四日

市なり鈴鹿市からも来られていて、テニスコートの利用料

も安くていいとか、よく空いてるんでいいとか、そういう

話もお聞きします。 

そういう物的なリソースのほか、人的なものだと、例え

ば、コートでテニスの球出しをひたすらしているような人

もですね、プレイに参加するだけじゃなく、そういう指導

もしたいとか、あるいはお手伝いしたいという人もたくさ

んいると思うんですね。 

おそらく、部活動の地域移行、地域展開を進めていく

と、１人の方に担当してもらうのではなく、今はセクハラ

とかのハラスメントなんかも起こりますから、複数人で見

ていかないといけないと思います。 

その時にはボランティアの人も参加いただいて、指導に

ついてはなかなかできないけれどもお手伝いはできると

か、指導を得意とする方やお手伝いの方など、複数の人に

関わっていただいて、こういう地域展開をしていけばいい

なと思います。 

その一環として、さきの教育委員会では、先生方へのア

ンケートでは１５％ぐらい、３８名ほどの方が部活動に参

加してもいいということでしたので、兼職兼業の制度も作

りましたよね。 

そういう部活動のノウハウを地域展開にも生かしていっ

て、先生方も参加し、それから地域のスポーツ団体も参加



 

 

いただいて、そこにお手伝いをする高齢者などのボランテ

ィアの方も参加していくという、そういったイメージの取

り組みになればいいだろうなと思います。また、亀山とい

うところは、そういった動きができやすい、しやすいとこ

ろかという気もしています。 

今は、土日だけということではありますが、やがては平

日もそういう方向に向いてくるだろうと思います。是非、

中学校の部活動も限界がきている中ですから、次のステッ

プとして、そういう取り組みができればと思います。 

39：11 

市長 これまで８０年ほど続いてきたこの部活動を地域へ移行

させていくとなると、様々な葛藤や問題に適応していくこ

とが課題としてありますが、これは大事なことで、先ほど

仰っていただいたような、このまちの人づくり・まちづく

りの視点から、今後の何十年間を視野に入れたような仕組

みや教育の体制を、走りながらでも考えていく必要がある

と理解しています。 

先ほどの大平委員のメッセージにもありました、地域展

をイメージしづらい点であるとか、それから指導者の確保

についてもその負担をどうしていくのかとか、保護者にも

負荷がかかっていく部分が、金銭的だけではなく、送迎な

ども発生すると思われます。ボランティアやお手伝いとい

う意味では、先生方に担っていただいた部分もあり、そう

いった点については、地域や保護者の皆さんの理解が必要

であり、丁寧に進めていかなくてはなりません。 

また、「地域展開後の活動に参加しますか」と子どもたち

に聞くと、６割ほどは参加しないと言っている。これがど

ういう意味を持つのかなど考えながら、大きな転換点の中

で、教育委員会も頑張っていただいていますが、市当局に

おいてもスポーツだけじゃなく、文化も含め対応していき

ますし、今後の総合計画の策定における議論の中でも、対

応させていただきたいと思います。 

 

ところで、学校で行ってきた部活動を地域展開していく

中で、活動の拠点や場所はどう考えていますか？ 

 

教育委員会事務局 

学校教育課長 

活動拠点の考え方については、地域クラブ活動も学校開

放に当てはまるのではないかと想定しています。学校施設

もメインとして使っていくことになると考えています。 

 

市長 あと教育委員が仰っていた、国の方針に反した熊本市の

展開というのは、どういった状況になっているのでしょう

か。部活動を地域に移行させないと聞いていますが。 

 



 

 

教育委員会事務局 

学校教育課長 

熊本市については、先ほどお話をした今年度の国の新し

い方向性が出る前に、既に部活動は部活動として残してい

くということを宣言しています。 

現状、その形で進んではいるものの、今後どうなってい

くのかと言いますと、先ほど教員不足の話が出ましたが、

部活動を継続させていくことによるものであるかどうかは

分かりませんが、教員が集まらないということが起こって

います。 

 

教育長 新聞記事にもありましたが、いくつかの学校を合わせた

形で、教職員の負担軽減も考慮しながら、部活等を残すと

いった形に変わるかもしれない。こういった情報も収集し

て、また示させていただきたい。 

 

市長 教員のなり手不足が問題視される中で、部活動の地域展

開のタイミングが遅れるところと、先行して進めるところ

での差が生じることが非常に懸念されると受け止めさせて

いただきました。 

 

教育委員 部活動の地域展開が、どの自治体でも進まなかったとし

て、それによって教員の希望者が減るかといったら、すぐ

そうなるとは思わない。 

一般企業が人の確保に向けて様々な取り組みをされてい

る中で、今の若者を見ていますと、よりプライベートが確

保できて、より高給で、より自分自身が楽しめる職業を選

んでいくだろうと思います。この地域展開を遅らせてしま

うことは、さらにそれに拍車をかけることになると思いま

すので、やはり北勢地域の情勢を見て、ある程度同調して

進めていかないと、取り残されるのは間違いないと思いま

す。 

それから、先ほど市長さんの方から市長部局と連携し

て、進めていくというお話をいただいて、安心しているん

ですけれども、このアンケートを取っていただいた中に、

受け入れてもいいと言われる団体と、受け入れられないと

回答された団体があるということでした。受け入れていた

だけるようなところから早く話を進めていきたいと思いま

すし、逆に無理だと言われる団体にも、日数をかけて、周

りの状況も見ながら、ゆっくりとでも進めていければと思

います。 

令和８年度に休日の部活動を無くしていく方向で宣言し

たとなると、令和９年度はどうなるのという話になります

ので、一部でもいいので、実際にそういう取り組みを進め

ていただくよう、ご協力をお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 



 

 

 

市長 受け皿のそういう環境整備も含めて、教育委員会として

考えておられることは理解させていただきましたので、市

長部局としてもしっかりと対応させていただきたいと思い

ます。 

 

事務局 それでは本事項の協議内容につきまして、整理させてい

ただきたいと思います。 

 

まず教育委員会の意見といたしましては、教員のなり手

不足や保護者対応等に苦慮している中、休日返上で７８年

もの間、部活動に対応してきた。こういった環境について

は、ワークライフバランスの観点等から問題でもあり、特

に教員を職業として希望しないとか、あるいは他市を希望

されるというような、そうした状況にもなっており、でき

る限り早く地域展開を実現して、それを安定したものとし

て進めて欲しい。更には、地域展開についての総合計画等

の行政計画への組み入れや、他市の状況も踏まえ、保護者

等への情報発信について市長部局にも協力をして欲しいと

のご意見がございました。 

また、現在の部活動の制度が限界を迎えている中、県で

は教員の定員割れも生じ、さらには市のスポーツ推進計画

には地域展開に努めるというような位置付けがあるが、既

に機は熟しているので、まずはいつからやっていくのかと

いうことを最重要と考えて進めていくべきである。 

さらに、部活動の地域展開において、例えば、複数人の

ボランティアにより子どもたちへ対応していく環境をつく

っていくことは、世代を超えたまちづくりにもつながり、

非常に良いのではないかといったご意見もございました。 

また、保護者の立場からは、市から地域展開の開始時期

が示されていないので早く明確にして欲しい。地域展開に

は、準備に時間を要するものの、まずは、子どもたちへの

情報発信が必要なので、今の小学校６年生が中学校に進学

するまでに、できる限り早い段階で、子どもたちや保護者

とスケジュールを共有していきたいというようなご意見も

ありました。その中で、令和９年度に一部の部活動でもい

いので、地域展開を進めて欲しいというようなご意見もご

ざいました。 

そうしたご意見に対しまして、市長からは、中学生とい

う多感な時期に部活動で培ってきたものが、非常に成長の

糧になるものであるとのご意見がございました。 

一方で、部活動を取り巻く情勢というのは、保護者対応

等も含めて、学校現場は厳しい環境にあるということは理

解できるところであり、そうした中でも、生徒がスポーツ



 

 

や文化芸術活動を通じて成長する機会が失われないように

取り組むことが重要である。生徒、保護者、教職員にとっ

て納得できる地域展開の仕組みを、丁寧かつ十分に検討整

理した上で、取り組みを進めて教育委員会と市長部局の連

携の強化を図っていく必要がある、ということでございま

した。 

そのためにも、モデル事業の実施など地域展開に向けた

検証等を行い、早期での実施に向け、取り組みの深化を図

っていくことが大事である。スポーツ関係団体へのアンケ

ート結果等からも見られるように、肯定的な部分もありま

すが、課題もございますので、さらなる検討を進め、転換

期を迎えつつある中、人づくりやまちづくりの視点で、仕

組みを考えていく時期でもあるので、総合計画も含めて、

しっかりと対応していきたいというようなご意見があった

かと思いますが、いかがでしょうか。 

 

教育長 まずは地域展開のスケジュールとして、土日の部活動が

なくなるのがいつなのか、例えば令和８年の夏からとか、

遅くとも令和９年の夏には、地域クラブを選ぶんだという

ことがわかるように、こうしたことを今年度中には子ども

たちや保護者に説明したいという考えを持っています。 

加えて、全ての部活動でなくとも、教育委員からのご意

見にもありましたが、地域の方も一緒に交えたモデル事業

のようなものが構築できれば、それが核となって他の競技

にも広がっていくのではないかと考えております。 

そのために教育委員会は全力で取り組んで参りたいと思

いますし、子どもたちに明るい未来というか、競技力も伸

ばせるし、友達ともたくさん関われるという姿を実現した

いと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたい

と思います。 

46：49 

 

３．歴史博物館の今後の運営について 

  

事務局 では、続いて「３．歴史博物館の今後の運営について」

の協議に移らせていただきたいと思います。 

それではまず、市長より議題の趣旨説明をお願いしたい

と思います。 

よろしくお願いいたします。 

：57 

市長 本日のもう１つの議題であります、亀山市歴史博物館の

今後の運営についてでございます。 

本市の歴史博物館につきましては、歴史博物館に関する

事務の一部を市に補助執行され、市民文化部において施設



 

 

の運営を行っているところでございます。 

今回、この博物館の今後の運営に当たって、ご協議をお

願いしたいと思っております。 

具体的には、令和４年に博物館法の一部が改正され、博

物館法の目的や博物館の事業等について見直しが行われま

した。この改正博物館法では、博物館の事業として、博物

館資料のデジタルアーカイブ化が追加されるとともに、博

物館の登録制度が見直され、登録審査においては、これま

での外形的な基準に基づく審査から活動内容等の質等につ

いての実質的な変更がなされたことから、博物館資料の収

集、保管、展示及び調査研究を行う体制等の基準への適合

が求められることになり、インターネットを利用した博物

館資料の公開が必要となったものでございます。 

また、現在の博物館登録につきましては、経過措置によ

って令和１０年３月３１日までは登録博物館としてみなさ

れることとなっておりますが、その期間までに基準に適合

する対応を行い、新たな博物館登録に向けて取り組むこと

が不可欠となっております。 

そのような中で、歴史博物館におきましては、現在多く

の収蔵品を保管しており、デジタルアーカイブ化に向けた

資料整理に膨大な時間を要することが想定されていること

から、短期集中的な対応が必要であるとともに、博物館に

おいては企画展の実施講座や出前授業の開催など、様々な

事業を実施しておりますので、これらの事業と新たな博物

館登録に向けた対応を並行して実施することで、歴史博物

館の運営に影響を及ぼすことも考えられるところでござい

ます。 

そこで、新たな博物館登録に向けまして、その基準への

対応を図るため、現状や課題を共有させていただくととも

に、短期集中的な取り組みと、それらへの対応に向けた今

後の歴史博物館の運営方法について十分な意思疎通と連携

を図りつつ、ご協議をいただければと考えるものでござい

ます。 

関連資料を提出いたしましたので、業務担当の市民文化

部から説明をさせていただきます。 

 

10：40 

市民文化部次長 （資料に沿って説明） 

・資料２ 亀山市歴史博物館の今後の運営について 

・資料３ 亀山市歴史博物館について 

13：32 

事務局 ありがとうございました。 

只今、市長より歴史博物館の今後の運営につきまして趣

旨説明並びに資料の説明がございました。 



 

 

これに関しまして、教育委員会側のご意見、ご質問等を

お受けしたいと思いますが、まずは教育長、いかがでしょ

うか。 

13：59 

教育長  私が教員をしておりました時に歴史博物館が開館しまし

て、子どもたちと一緒に博物館の社会見学に行かせていた

だきましたし、学校長としての引率で何度も行かせていた

だきました。 

博物館という少し暗い空間の中で、これまで見たことも

ないものを見ることによる、子どもたちの感性や目の輝き

というものが印象的であったと思っています。 

そういう体験が身近な施設でできる立派な博物館という

ことで、教員の時も素晴らしいなと思っておりましたが、

博物館の今の説明では、たくさんの蔵書や収蔵品がある中

で、デジタル化への対応のため、今後の運営が難しくなる

という話がございました。そういう素晴らしい施設・展示

内容を維持していく上でも、その質を落とさないようにし

ていく必要があります。 

亀山市歴史博物館では、私は企画展が特に気に入ってお

りまして、他の博物館にはない、庶民的なというか、身近

な生活にあるものだけではなくて、農業や林業などの昔の

姿とか本当に細かく比較されてたので、好感が持てる施設

の一つとして思っています。 

その施設の運営が、今、時代の流れに対応していかなけ

ればならないということで、非常に膨大な時間を要すると

いうことですので、通常業務を行いつつ、こういったこと

に対応していくのはなかなか難しいのではないかと思いま

す。ですので、例えば、適切な一定の期間を休館するとい

うことも検討する必要もあるのではないかと思います。 

加えて、学校との博学連携について、その対応について

も、図書館等で勉強した上で、学校に博物館の収蔵品等を

持ってきていただき展示会をしていただいております。こ

の取り組みも生徒たちには非常に好評でしたが、それにつ

いても、今後どう対応していただけるのかと思うところも

あります。可能であれば対応していただきたいなという思

いはありますが、歴史博物館という所は、展示している部

分は見えていますが、博物館としての主な業務である資料

の収集や調査研究、保管という部分は、なかなか市民には

見えてこない部分です。ですので、例えば、資料のアーカ

イブ化のためには、先ほど申し上げたように、例えば一定

期間の休館することなどによってその業務に当たるという

ような、こういった業務があるからこそ展示ができている

んだといったことを、市民の方に丁寧に説明する必要もあ

るのではないか思います。 



 

 

それから、閉館中にアーカイブ化をした後にも、現在と

同様に企画展をやっていくとすると、また資料がたくさん

溜まってきた際に、同じスタッフの人数でできるのかとい

うことも考えていく必要もありますので、人を増やすの

か、企画展の回数を変えていくかとか、今後の運営につい

て考えていく必要があるのではないかなというふうに思い

ました。 

 

事務局 ありがとうございます。続きまして、教育委員からもお

願いいたします。 

 

教育委員 私、度々あちこちへ旅行に行ったりしますと、その地の

博物館へ行くことがとても好きなことで、やっぱり幾つに

なっても、新しいことを知ったり、学び続けるということ

は、生涯学習にとって非常に大事なことだと思っていま

す。先ほどの説明をお聞きして、たくさんの寄贈により、

資料が今もたくさん溜まっているのだろうと思います。 

新しい博物館法ができて、デジタル化していかなければ

いけないというところで、非常に膨大な時間と労力がかか

るんだろうということは想定できます。 

実際に、通常運営もしながら１月や２月でできるような

ことではなく、相当な時間がかかると思いますので、やは

り一定の期間、市民にとっては休館になると思いますが、

お休みをして、しっかりと次の世代に向けて準備を整えて

いただくっていうことが大事なんじゃないかなと思いま

す。 

令和９年度までに申請をしなければいけないということ

になりますと、もう令和７年なので、それほど時間はない

と思いますが、そのスケジュールも考慮しながら、一定期

間休館して、集中して作業に取り組んでいただくのが一番

いいのではないかと思います。 

現在、ネットで調べてみますと、歴史博物館のデジタル

化の部分が少し弱いなと以前から思っていましたので、そ

の部分がどう変わるんだろうと思っています。 

質も量も増えた、新しい博物館を楽しみにしたいと思い

ますので、ぜひ、頑張って取り組んでいただきたいと思い

ます。 

先日、テレビで熊谷真美さんが歩いて亀山市を巡ってい

く中に歴史博物館に出てきまして、学芸員さんが丁寧に説

明してみえました。それを見て、亀山市の歴史博物館はす

ごいなと感心いたしましたので、是非、更にバージョンア

ップしていただきたいと思います。 

23：59 

事務局 ありがとうございます。それでは続きまして、お願いい



 

 

たします。 

 

教育委員 今日の会議に先立って、私、久々に博物館を見て参りま

した。 

図書館が駅前に移転して、なかなか行く機会がなかった

んですけれど、入ってすぐ左側の企画展をされるところで

戦時中の展示がしてありました。そして図書館に行きまし

たら、展示スペースに戦争遺跡・遺物のパネルが展示され

ており、図書館と博物館とのこういった連携もされている

んだなと思いました。 

けれども、私が歴史博物館においてこだわるのは、この

（資料２の１頁の）一番下にもあるように、言葉尻を捕ら

えるつもりはありませんが。「より市民に開かれた博物館に

向けて」という一文です。 

当然、歴史博物館というのは、先人たちの生き様を保存

し、見て、我々市民の誇りになる重要な施設だろうと思い

ますが、そういう意味では、アーカイブ化を進めて登録博

物館の作業を進めるというのも必要だと思います。せっか

くの機会ですから、是非、市だけでの話ではなく、図書館

整備の時も市民の皆さんも参画して新図書館を作り上げて

いったということもありましたから、そういう市民の知恵

も得ながら、より市民に開かれた博物館づくり目指してい

かれてはいかがかと思います。 

また、歴史博物館の入館者は、令和５年は７，２００

人、令和６年は９，６００人で、入館料収入は三十数万円

だそうです。小学校の社会見学等が多くて、一般市民が歴

史博物館にどれだけ行っているのかということを知りたい

と思いますけれども、この機会に入館者の増加につながる

取り組みをされたらいかがかと思います。 

あと、私が感じましたのは、常設展には２００円で入館

ができるんです。私のようにシニア世代は無料ですけれど

も。 

おそらく、三十数万円の入館料収入は市外から来られた

方の入館だろうと思うのですが、常設展というのは亀山市

民の生きざまを示したものですから、気軽に行って親しめ

るようなところですが、企画展はそうではないですよね。 

企画展というのはお金もかかるし、労力もかかるでしょ

うけれども、そういう意味では企画展は有料でもいいと思

います。常設展は、「より市民に開かれた歴史博物館」とい

うことを標榜しようというのであれば、無料であっていい

んじゃないかと、そういったことを感じて帰って参りまし

た。 

先ほどからお聞きしていますと、アーカイブ化の作業も

大変だろうと思いますが、その上で、市民に親しまれる開



 

 

かれた歴史博物館となると尚更大変だろうと思います。ど

れだけ時間がかかるか分かりませんが、タイムリミットと

なる令和９年度までとのことでありますが、必要な期間を

作業に専念していただき、せっかくのチャンスですから、

より良い博物館としていただくようにお願いをしたいと思

います。 

29：22 

事務局 ありがとうございます。それでは続きまして、お願いい

たします。 

 

教育委員 私は、歴史博物館には数回しか行ったことがないのです

が、企画展のポスターを近くで見るたびに、身近な内容な

ので行ってみたいと思っています。 

子どもたちが社会見学等で行かせていただいています

が、学校に学芸員さんが来られて説明してくれたりして、

学芸員の仕事ってどのようなものなのかとか、そういった

情報発信を、継続して小学生や中学生にして欲しいなと個

人的には思いました。 

説明いただいた作業は大変だと思うのですが、その間に

もＳＮＳ等で情報発信が何かしらあれば、市民も安心でき

るというか、歴史博物館ってこんなところなんだとか、展

示の内容がよく分かるのではないかなと思います。 

鈴鹿の博物館では勾玉等のものづくりとかができるそう

ですが、亀山は亀山の特色を生かした、学芸員さんならで

はの視点で発信していただきたいと思いますし、とても期

待しています。 

学芸員さんだけは資料の整理等に莫大な時間がかかると

思いますので、それに対して、ボランティアでお手伝いし

たいという方が一定数いらっしゃると思います。守秘義務

等もあるかと思いますが、そういった方を募るとか、もっ

と市民の方を巻き込んで、身近なものにしていただければ

と思います。 

20 

事務局  ありがとうございました。 

歴史博物館の今後の運営に関しまして教育委員会からの

ご意見等がございました。それに関しまして市長よりご意

見をいただきたいと思います。 

 

市長 貴重なご意見ありがとうございました。 

平成６年の開館ですので、３１年経過をしております。

博物館事業と合わせて、企画展の開催や講座の実施を行う

ということは、全国初の取り組みでございました。まあ

た、ＩＴ市史についても全国初でしたが、こういった情報

発信にも取り組んできたところであります。 



 

 

これらの取り組みの評価とか運用面の課題は生じている

と認識させていただいているところでございますが、一方

で、小学生等を中心とした来館学習や出前事業等の博学連

携も特徴でありました。 

市内外より多くの方にお越しいただいておりますが、特

に、常設展示の２階のジオラマについては、恐らく全国的

にもそうはない規模・レベルのもので、専門家や市外県外

の皆さんから評価いただいておりますが、市民の方の来館

は多くはないとのことですので、是非お出かけをいただき

たいと思います。 

なかなか市民からは見えない様々な紙資料や、寄贈いた

だいた資料とか、本当に歴史的価値があるものをたくさん

資料にさせていただいていますが、亀山は「歴史のまち」

ということもあり、歴史博物館の果たす役割はやはり大き

いと思っております。 

そうした中での改正博物館法への対応ということで、委

員からのお話にありました、より開かれた、より市民に親

しまれるような歴史博物館に向けて、この機会にしっかり

充実を図って参りたいと考えているところでございます。 

膨大な数の整理をしていく必要がございますが、専門職

の人材不足は全国で起きていますが、学芸員を確保・育成

していくことは極めて重要で、昨年度は、２名の学芸員を

採用し歴史博物館に配置をさせていただいておりますの

で、その力も活用し、お話にもございましたが、多くの方

からのサポートもいただきながら、しっかりこの機会に歴

史博物館への影響を最小限に抑える中で、一旦休館をして

短期集中的に対応を図らせていただきたく、その検討を行

ってまいります。 

教育委員会におかれましては、是非とも、今後につきま

してのご理解とご配慮をお願いできればと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

35：55 

事務局 ありがとうございました。 

それでは先ほどの市長の発言に対しまして、教育委員会

から何かございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 

よろしいでしょうか。 

 

それでは、本日の協議の内容を整理させていただきま

す。 

身近に学べる歴史博物館として、その質を落とさないよ

うにしていかなければならないということ。 

また、教育委員会側からは、時代の流れで対応していか

なければならないことであるため、開館時間の変更や休館



 

 

ということも考えていかなければならないとのことでござ

いました。そうした中、現在、寄贈資料が溜まっており、

作業に膨大な時間や労力が必要になると思われるため、一

定期間の休館を行って準備を整えるべきなのではないかと

のご意見でございました。 

その際には、休館後、展示内容を魅力あるものにして運

営していかなければならないことと、休館前から市民に見

えるように丁寧な説明をするとともに、作業中においても

ＳＮＳ等で情報発信をして、市民に情報提供をするといっ

た工夫も必要ではないか、とのご意見でございました。 

また、より市民に開かれた、市民の誇りとなる博物館と

なるよう、これを機会に集中的に作業を行ってはどうかと

のことでございました。 

こうしたご意見を受け、市長からは、全国初となるよう

なＩＴ市史の作成や博学連携の取り組みを行ってきました

し、ジオラマ等の特色のある施設としてこれまで運営を行

ってきましたが、改正博物館法の主な諸条件を整えるた

め、より市民に開かれたものになるよう、これを機会に整

理をしていきたい。特に学芸員も増員しましたので、休館

等を行いながら、集中的な整理を行ってまいりたいとのご

意見でございます。 

歴史博物館の運営への影響を最小限に抑える形で、一定

期間休館し集中的に改正博物館法への対応を図ることも含

めて検討を行っていきたいということでございますので、

教育委員会からのご配慮をよろしくお願いしたいとのこと

でございました。 

以上でございますが、このことにつきまして補足等がご

ざいますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

  

 

閉会 

  

事務局 ありがとうございました。 

これで本日の協議事項は全て終了いたしました。 

閉会に当たりまして、市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

本日は今年度第１回となる総合教育会議を開催させてい

ただきました。大変貴重なご意見や考え方をお聞かせいた

だきました。誠にありがとうございました。 

本日いただきましたご意見も踏まえて、引き続き、対等

な協議・調整を通じて、しっかり教育委員会と市長部局で

連携してまいりたいと考えておりますので、今後とも、ど

うぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

暑さ厳しい折でございますので、教育長、教育委員の皆

様におかれましては、お体をご自愛の上、ますますご健

勝、ご活躍いただきますことを申し上げて、閉会のご挨拶

とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

ありがとうございました。 

これを持ちまして、令和７年度第１回亀山市総合教育会

議を閉会させていただきます。本日はありがとうございま

した。 

 

 

 

 


